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道志村告示第１５号	

	

	 平成２３年第７回道志村議会臨時会を次のとおり招集する。	

	

	 	 平成２３年１１月１８日	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 道志村長	 	 大	 田	 昌	 博	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 記	

	

１	 日	 	 時	 	 平成２３年１１月２９日（火）	

	

２	 場	 	 所	 	 道志村役場議場	

	

３	 付議事件	

	 （１）	 道志村職員給与条例等の一部を改正する条例	

	 （２）	 道志村過疎地域自立促進計画の変更	
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◎応招・不応招議員	

────────────────────────────────────────── 

応招議員（１０名）	

	 	 	 	 	 １番	 	 杉	 本	 秀	 明	 君	 	 	 	 	 	 ２番	 	 水	 越	 	 	 昭	 君	

	 	 	 	 	 ３番	 	 佐	 藤	 喜	 章	 君	 	 	 	 	 	 ４番	 	 白	 井	 勝	 光	 君	

	 	 	 	 	 ５番	 	 藤	 原	 光	 政	 君	 	 	 	 	 	 ６番	 	 渡	 辺	 胆	 男	 君	

	 	 	 	 	 ７番	 	 佐	 藤	 一	 仁	 君	 	 	 	 	 	 ８番	 	 湯	 川	 六	 昭	 君	

	 	 	 	 	 ９番	 	 佐	 藤	 茂	 美	 君	 	 	 	 	 １０番	 	 池	 谷	 寿	 男	 君 

────────────────────────────────────────── 

不応招議員（なし）	

────────────────────────────────────────── 
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平成２３年第７回道志村議会臨時会	

	

議 事 日 程 （第１号） 

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 平成２３年１１月２９日（火曜日）午前１０時３２分開会	

	

第	 １	 会議録署名議員の指名	

第	 ２	 会期の決定	

第	 ３	 議案第５６号	 道志村職員給与条例等の一部を改正する条例	

第	 ４	 議案第５７号	 道志村過疎地域自立促進計画の変更	

────────────────────────────────────────── 

出席議員（１０名） 

	 	 	 	 	 １番	 	 杉	 本	 秀	 明	 君	 	 	 	 	 	 ２番	 	 水	 越	 	 	 昭	 君	

	 	 	 	 	 ３番	 	 佐	 藤	 喜	 章	 君	 	 	 	 	 	 ４番	 	 白	 井	 勝	 光	 君	

	 	 	 	 	 ５番	 	 藤	 原	 光	 政	 君	 	 	 	 	 	 ６番	 	 渡	 辺	 胆	 男	 君	

	 	 	 	 	 ７番	 	 佐	 藤	 一	 仁	 君	 	 	 	 	 	 ８番	 	 湯	 川	 六	 昭	 君	

	 	 	 	 	 ９番	 	 佐	 藤	 茂	 美	 君	 	 	 	 	 １０番	 	 池	 谷	 寿	 男	 君	

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

村 長	 大	 田	 昌	 博	 君	 教 育 長	 佐	 藤	 光	 男	 君	

総 務 課 長	 池	 谷	 	 	 忠	 君	 産業振興課長	 大	 房	 保	 夫	 君	

住民健康課長	 池	 谷	 力	 三	 君	 教 育 課 長	 山	 口	 幹	 夫	 君	

会 計 管 理 者	 水	 越	 智	 次	 君	 	 	

────────────────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した者の職氏名 

事 務 局 長	 山	 口	 	 	 亮	 君	 	 	
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──────────────────────────────────────────	

◎開会の宣告 

○議長（佐藤喜章君）	 ただいまの出席議員は10名で、定足数に達しております。	

	 	 よって、平成23年第７回道志村議会臨時会は成立しましたので、これより開会いたします。	

（午前１０時３２分）	

──────────────────────────────────────────	

◎村長あいさつ 

○議長（佐藤喜章君）	 ここで、大田村長から招集のあいさつをお願いします。	

○村長（大田昌博君）	 平成23年第７回道志村議会臨時会の開会に当たりまして、一言ごあい

さつを申し上げます。	

	 	 本日、ここに臨時議会を招集いたしましたところ、議員各位には何かとご多忙にもかかわ

らずご参集をいただきまして、まことにありがとうございます。	

	 	 さて、日本の形を決めるとも言われるＴＰＰへの参加、その交渉の協議に入ることを野田

内閣が表明いたしました。賛否両論二分する党内と国内の状況の中で、交渉の先に何が待っ

ているのか、国民の期待と不安を背負って、これからの国の行方を左右するという重大な交

渉に臨むわけであります。	

	 	 その国内の状況ですが、復興のおくれや収束の見えない原発事故など、重大な課題が山積

しているところでありまして、その財源確保からも、公務員人件費の見直しの議論がされて

いるところであります。そんな中で９月30日、人事院は、官民給与比較をもとに国家公務員

給与の引き下げの改定を勧告しました。国はこれを受けましたが、既に提出している給与臨

時特例法案の成立を行うことで勧告を実施しない方針の閣議決定をしています。山梨県の人

事委員会におきましては、人事院勧告に沿った形の勧告となっていまして、県におきまして

は、人事委員会の勧告に応じた条例改正を行う見込みとなっています。	

	 	 このことから、村としましても、地方公務員法による勧告制度によって給与水準を合わせ

る適正化が適当と考えますので、県に準じた適正な職員給与の改正を実施することとしまし

た。行政の組織、活力を維持し、その基盤をしっかり確保していくことが重要と考えている

からであります。	

	 	 今回、条例の一部改正議案１件、過疎計画の変更議案１件になりますが、ご審議をよろし

くお願いを申し上げまして、招集のあいさつにかえさせていただきます。	

──────────────────────────────────────────	
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◎開議の宣告 

○議長（佐藤喜章君）	 これより本日の会議を開きます。	

──────────────────────────────────────────	

◎議事日程の報告 

○議長（佐藤喜章君）	 本日の議事は、配付してあります日程表のとおりであります。	

──────────────────────────────────────────	

◎会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤喜章君）	 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。	

	 	 会議録署名議員は、会議規則の規定により、第９番議員、佐藤茂美君及び第10番議員、池

谷寿男君を指名いたします。	

──────────────────────────────────────────	

◎会期の決定 

○議長（佐藤喜章君）	 日程第２、会期の決定の件を議題とします。	

	 	 お諮りします。	

	 	 本臨時会の会期は、本日限りの１日といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。	

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 異議なしと認めます。	

	 	 よって、会期は本日限りの１日と決定いたしました。	

──────────────────────────────────────────	

◎議案第５６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐藤喜章君）	 日程第３、議案第56号	 道志村職員給与条例等の一部を改正する条例

について議題といたします。	

	 	 村当局より提案理由の説明を求めます。	

	 	 総務課長。	

○総務課長（池谷 忠君）	 議案第56号	 道志村職員給与条例等の一部を改正する条例につい

てご説明をいたします。	

	 	 本年10月31日、県の人事委員会におきまして、平成23年職員の給与等に関する報告及び勧

告が提出されたところでございます。これを受けまして、県は、人事委員会の勧告に応じた

条例改正を行う見込みとなりました。村としましても、県に準じて給与水準を合わせる適正

化が必要でありまして、40歳代以上の行政職、看護・保健職、福祉職の給料表を、50歳代中
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心に平均改定率0.19％引き下げる改正に行うことといたしました。	

	 	 改定の実施は本年４月にさかのぼって減額するものでありまして、施行日につきましては

12月１日といたしております。	

	 	 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いします。	

○議長（佐藤喜章君）	 本案件について質疑を行います。	

	 	 質疑はありませんか。	

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 質疑なしと認めます。	

	 	 次に、本案件について討論を行います。	

	 	 討論はありませんか。	

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 討論なしと認めます。	

	 	 これより議案第56号を採決いたします。	

	 	 お諮りいたします。	

	 	 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。	

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 異議なしと認めます。	

	 	 よって、議案第56号	 道志村職員給与条例等の一部を改正する条例は原案どおり決しまし

た。	

──────────────────────────────────────────	

◎議案第５７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（佐藤喜章君）	 日程第４、議案第57号	 道志村過疎地域自立促進計画の変更について

議題といたします。	

	 	 村当局より提案理由の説明を求めます。	

	 	 総務課長。	

○総務課長（池谷 忠君）	 議案第57号	 道志村過疎地域自立促進計画の変更についてご説明

をいたします。	

	 	 平成22年９月17日、本議決をいただきました道志村過疎地域自立促進計画を変更したいの

で、過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づきまして議会の議決を求めるも

のであります。	
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	 	 今回の変更は、新たに６事業を追加することとし、１事業の一部変更も加えております。	

	 	 内容になりますが、農業の振興を図るため、下三ヶ瀬用水路500メートルの整備事業を追加

します。観光施設の充実を図るため、道志の湯の施設改修と木質バイオマスボイラー整備、

道の駅のトイレ改修の整備事業を追加いたします。村道、生活道路の改善を図るため、村道

蜂久保線300メートルの新設・改良を追加します。農道小善地線500メートル、農道和出村線

300メートルの新設・舗装事業と、景観計画の作成事業を追加する変更になります。また、中

学校グランド整備において、外構工事を加える変更をいたしております。	

	 	 なお、この計画変更につきましては、県との協議が調整されていることをご報告いたしま

す。	

	 	 説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。	

○議長（佐藤喜章君）	 本案件について質疑を行います。	

	 	 質疑はありませんか。	

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 質疑なしと認めます。	

	 	 次に、本案件について討論を行います。	

	 	 討論はありませんか。	

〔「なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 討論なしと認めます。	

	 	 これより議案第57号を採決いたします。	

	 	 お諮りいたします。	

	 	 本案件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。	

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕	

○議長（佐藤喜章君）	 異議なしと認めます。	

	 	 よって、議案第57号	 道志村過疎地域自立促進計画の変更は原案どおり決しました。	

	 	 以上で議事はすべて終了いたしました。	

──────────────────────────────────────────	

◎閉議の宣告 

○議長（佐藤喜章君）	 これで本日の日程はすべて終了しましたので、本日の会議を閉じます。	

──────────────────────────────────────────	

◎閉会の宣告 
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○議長（佐藤喜章君）	 これをもって、平成23年第７回道志村議会臨時会を閉会いたします。	

	 	 ご苦労さまでした。	

（午前１０時４２分）	
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	 	 	 上記会議録を証するため下記署名いたします。	

	

	 	 	 平成	 	 年	 	 月	 	 日	

議	 	 長	 	

署名議員	 	

署名議員	 	

	

	

	


